
弥彦的ＰＦＩ方式基本骨子資料

１） Ｐ Ｆ Ｉ の 歴 史

英 国 で 誕 生 した Ｐ ＦＩ

① サ ッ チ ャ ー 政 権（１９７９ 年 一１９９０ 年）

１９８０ 年 代ま で の 英 国 は、 い わ ゆる 「英 国 病」 が 蔓 延 し、 経 済 が 長 期 に わ た り 低

迷 し、 財 政 難 が 深刻 化 する 申、 公 共 サ ー ビス の 質 が 著 しく 低 下 して い た
。 こ の

よ う な 状 況 下、 サ ッ チャ ー 首相 は 「市 場 原 理 の 尊 重」 、
「小 さ な 政 府」 を 政 策

理 念と し、 行 政 改 革と 財 政改 革 を大 胆 に遂 行 した。 具 体 的 に は
、 国 営 企 業 の 民

営 化、 政府機 関の工一 ジェ ンシー化な どの施策が打ち出され、 公共事業に対す

る民間資金の導入 も検 討された。 民間資金導入に当たっては、 二つの原則が提

示された。 ’つ は、 公 共部門が事業 を実施する場合に比べて効率的に実施され

る こ と。 そ して もう 一 つ は、 導 入 した 民間 資 金 分 だけ 公 共 事 業 予 算 を 削 減 す る

こ と で ある。 し か し、 こ の 提 案 は
、

公 共 部 門 か ら見 て 民 間 資 金 を 積 極 的 に 利用

す るイ ンセ ンテ ィ ブを 持 ち に く い 内 容 で あ っ た。 後 に、 民 間 資 金 を 導 入 す る た

め に 公 共 事業 予 算 の 削 減 を 求 めな い、 と い う 方 向 転 換 が な さ れ、 よ り 自 由 度 の

高 い 事 業 の 実施 が 可 能 に な っ て い っ た。

② メ ー ジ ャー 政 権（１９９０ 年 一１９９７ 年）

メ ー ジャ ー（保 守 党） 政 権 の 頃 に は 「シチ ズン ズ・ チ ャ ー タ ー（市 民 憲 章） 」 が

公表され、 国民を 「消費者」 と位置づけ、 「財政資金を国民のために最大限有

効 活 用 す る」 と の 考 え 方（Ｖａ１ｕｅ Ｆｏｒ Ｍｏｎｅｙ－ Ｖ Ｆ Ｍ） が 示 さ れ た。 こ の 考 え 方

に基づいて、 従来公共部門が提供 してきたサー ビス や公共施設の建設、 運営を

できる限り民間事業者にゆだね、 政府はサー ビス の購入者になるという方針が

示 さ れ、 １９９２ 年 に Ｐ Ｆ Ｉ が 正 式 に 導 入 さ れ た。 Ｐ Ｆ Ｉ 導 入 当 初 は公 共 部 門、 民

間 部 門 双 方 に 戸 惑 い 牟 あ り、 な か な か 実 績 が 上 が ら な かっ た。 そ こ で、 １９９３ 年

に は、 官 民 双 方 が Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 に 取 り 組 み や す い 環 境 を整 え る べく、 官 民合 同 で

「プ ライ ベ ー トファ イ ナ ンス パ ネ ル」 が 設置 さ れる。 ま た、 １９９４ 年 に はす べ て

の公 共 事業 に ＰＦ Ｉが 適 用 でき る か検 討 する と いう 手 法（ 「ユ ニ バ ー サ ル ・テ ス

テ ィ ン グ」）が 採 られ、 政 府 が 一 体 と な っ て Ｐ Ｆ Ｉ の 普 及 を 進 め た 結 果、 急 速 に

案件 は増 加 して いっ た。



③ ブ レア 政 権（１９９７ 年 一）

ブ レア（労 働 党）政 権 で は、 Ｐ Ｆ Ｉ は 一層 改 善 され る。 推 進 体制 の 整 備、
実施

プロ セ ス の 改 善、 ノ ウ ハ ウ の 蓄 積、 経 費 コス トの削 減 に 関す る 具 体 的 な提 案 が

さ れ た。 新 規 の Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 は、 民 間 企 業 に公 示 する 前 に 政府 に よっ て 徹底 的 に

検 討、 評 価 し、 最 終 的 に優 先 順位 を 決 定 する こ と で、 民 間 事 業者 へ 事業 の 参 加

検 討 が 促 さ れ た。 ま た、 Ｐ Ｆ Ｉ 実施 プロ セ ス につ いて は、 原 則 の 共 通 化、 契 約

書類のひな形作り、 文献整備 な どを進 め、 時間 や費用 の削減 を目指 した改 善が

進 め ら れ た
。

最 近 で は
、

「 Ｐ Ｐ Ｐ （Ｐｕｂ１ｉｃ Ｐｒｉｖａｔｅ Ｐａｒｔｎｅｒｓｈｉｐ）」 と い う
、

よ

り 公 共 部 門 の 役 割 を 重視 した コ ンセ プ トが提 示 され、 ＰＦ Ｉ 自 体 の 見 直 しも 図

られ て い る。 公 共 性 の 高 い 事 業 分 野 につ いて は、 公 共部 門 が もつ 優 位 性 を最 大

限活用すべきであるという考え方に基づき、 官民の役割 分担 をより 一層明確に

す る こ と で、 Ｐ Ｆ Ｉ の 適用 対 象
Ｉ
と な る 事 業 分 野 が更 に 広 がる こ と が期 待 さ れ て

い る
。

２） Ｐ Ｆ Ｉ と’ま

従来公共部門が対応 してきた杜会資本の整備 や公共サー ビス の提供について、

民 間 の 資 金 や ノ ウ ハ ウ を 活用 す る と と も に、 公 共 が負 担 して い たリ ス ク の 民間

へ の 移 転 な ど に よ り
、

Ｖ Ｆ Ｍ （Ｖａ１ｕｅ Ｆｏｒ Ｍ ｏ ｎ ｅ ｙ ： バ リ ュ ー ・ フ ォ ー ＊ ・ マ

ネー： 公 共資金 の最 も効果的 な運用） を達成 しつつ、 公共サー ビスを提供する

こ と を い う。

＊ Ｖ Ｆ Ｍ と は、 租 税 の 対 価 と して 最 も 価 値 あ る サ ー ビス を 提 供 す る 考 え 方。

３） 第 三セ ク タ ー と の 違 い

① 中曽根 首相 時代の 「民間事業者の能力 による 特定施設 の整備 の促進 に関

す る 臨 時 措 置 法（民 活 法）」 （昭 和 ６１ 年）の も と、 第 三セ ク タ ー が相 次 い で 設 立 さ

れ た。 もと もと 第 三セ ク タ ー は、 民 活 法 以 前よ り あっ たが、 こ の 法 律の 成 立 に

よっ て 設 立 に拍 車が か かっ た。 こ こ で は、 民活 法 を根 拠と して 設 立 され た 第 三

セ ク タ ー に絞 っ て Ｐ ＦＩ と 比 較 す る こと と する。 第 三セ ク タ ー は、 民間 企 業 と

公共部門の共同出資 による 事業体（株 式会杜）であり、 公益的 な役割 を担うとと

もに収益事業 を実施 しようと いう ものである。 民間企業の経営ノ ウハ ウと公共

部門の杜会的信頼性 を背景 として、 公益性 を発揮 しなが らも自立 し得るという

理想的な運営形態と して期待 され たが、 現在多くの第 三セクターが経営の



危 機 に 瀕 し て い る。 第 三セ ク タ ー と Ｐ Ｆ Ｉ は、 い ず れ も、 公 的 部 門 の 関 与が 必

要な杜会 資本整備 にお いて、 民間の資金とノウハウを活用 するという点では同

じ で ある。 しか し、 第 三セ ク タ ー で は、 共 同 出 資 で あ り、 事 業 主 体 は 半 官 半 民

で あっ た の に 対 し、 Ｐ Ｆ Ｉ で は事 業 主 体 は 主 に 民 間 部 門 に な る。 つま り、 Ｐ Ｆ

Ｉ で は、 当初 の 契約 にお い て、 明 確 化 さ れ た 役 割 分 担 と 責 任 分 担 の 下、 原則 と

して公 的 部 門 は 求 める サー ビス の 水 準 を 設 定 して 発 注 す る 役 割 に と どま り、 民

間 事 業者 が 事 業 主 体と なる の であ る。

② 我 が 国 で は、 １９８０ 年 代 後 半の い わ ゆ る 「中 曽 根 民 活」 以 来、 第 三 セ クタ ー

方式により、 民間部門が杜会資本整備に参画する事例が数多く 見られた。 しか

し、
バ ブ ル崩 壊 をき っ か けに、 こ の 第 三 セ ク タ ー 方 式 は 一 気 に 暗 転 し、 経 営 不

振 に 陥 る ケ ース や、 経 営責 任 が 明 確 にな らな い ま ま 破 綻 す る ケ ー ス が 目 立 っ て

い る。 こ う した 第 三セ ク タ ー 破 綻 に よ る 後 年 度 財 政 負 担 は、 地 方 自 治 体 の 財 政

を 確 実 に 侵 食 しつ つ ある。 Ｐ ＦＩ につ い て も、 こ の 第 三 セ ク タ ー 方 式 と名 前 を

入れ替えただけで、 第 三セクター方 式の失敗 を繰り返すのではない かという危

惧 が 各 地 方 自 治 体職 員 はお ろ か、 住 民 にま で及 ん でい る。 そ こ で、 Ｐ Ｆ Ｉ が 従

来型公共事業と比べて、 地方自 治体にとって後年度財政負担・住民不安につな

が ら な い 様 に 充 分検 討 し な け れ ばな ら ない。

４） 弥彦的ＰＦＩ方式基本 骨子

① 民間の創意 工夫の活用

ＰＦＩは、 公 共が対応 して いた杜会資本整備や公 共サー ビスの提供を 民間に委

ねる事業手法であり、 公 共部 門の関与 は必要最小 限にと どめ、 民間の創意工夫

を 積極 的 に導 き 出す よ う に努 める。

② 公共性の確保

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 にお いて は、 あく ま でも 公 共 事 業 を 民 間 事 業 者 に 委 ね る も の で あ る

か ら、 でき る 限り 事 業 を 民間 事 業 者 に委 ね た う え で、 住 民 へ の 公 平 な サ ー ビス

提供や事業の継続性を確保するための遵守事項等を 「契約」 によって約定する

こ と に より、 公 共 性 の 確 保 に努 め る。



③ リスク 分担

Ｐ ＦＩ 事業 は、 実施 主体 は公 共 で あ る が
、

事 業 主 体 は 民 間 事 業 者 で あ る た め
、

両者 の リ ス ク 分 担 に つ い て は、 よ り 適 切 に リ スク を 管 理 でき る者 がリ ス ク を負

担 す る こ と に よ っ て 費 用 を 最 小 化 す る こ と を 原則 と す るが
、 契 約 に よっ て 想 定

されるリスクを明確化 したうえで、 公共が負 担 していた部 分を出 来る 限り民間

に移 転 す る こ と と す る。

④ 収益性の確保

民 間 事 業 者 が Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 に 参入 する 際の イ ンセ ンテ ィ ブ は、 リ ス ク に 見 合 っ た

収 益 で あ る こと か ら、 民間 の資 金や ノ ウハ ウが 公 共 サ ー ビス に 発 揮 さ れ る た め

には、 民間事業者の収益の機 会が確保 される 事業の枠 組みの構築が必要と なる。
そ の際、 民間事業者の経営能力 に対する収益が 妥当なものとなるよう、 努めな

け れ ば な ら ない。

⑤ ＰＦ Ｉの 仕 組 み

Ｐ Ｆ Ｉ 事業 で は、
プロ ジェ ク ト・ フ ァイ ナ ン ス に よ る 資 金 調 達 が 想 定 ＊ さ れ て

お り、 Ｓ Ｐ Ｃ （Ｓｐｅｃｉａ１ Ｐｕｒｐｏｓｅ Ｃ㎝ｐａｎｙ：特 定 目 的 会 杜） を 設 立 ＊ し て 事 業 を

実 施 する こ と が 一 般 的 で あ る。 ま た、 Ｐ Ｆ Ｉ で は、 事 業 に 参 加 す る 各 主体 間 の

関係 は、 全 て 契 約 に よ り 規 定 さ れ る。

一 般 的 な Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 の 仕 組 み は、 次 の と お り で あ る が …

直 接 協 定

口
業納

金 融機 関

融 資契約

プ ロ ジ ェ ク ト

事 業 会 杜

（Ｓ Ｐ Ｃ）

保 険契 約

保 険 会 杜

建 設 契 約 建 設 会 杜

運 営 ・ 保 守 契 約 管 理 運 営 会 杜

そ の 他 投 資 家

出資

＊ コ ン ソ ー シ



＊ プ ロ ジ ェ ク ト ・ フ ァ イ ナ ン ス（ Ｐ ｒ ｏ ｊ ｅ ｃｔ Ｆ ｉ ｎ ａ ｎ ｃ ｅ ） と は、 資 源

開 発、
プラ ン トな どの プロ ジェ ク ト（事 業） に お け る 資 金 調 達 手 法。 当 該 事業 の

収益で借入れの元利 を返済する 資金調 達手法 であり、 融資等の対象事業の収益

が 不 足 し、 返 済 が 不 能 に なっ た 場 合 にお いて も、 基 本 的 に は当 該 事 業 実 施 会 杜

の 親 会 杜 に、 返 済 義務 は 生 じ な い。 こ の プロ ジェ ク ト・ フ ァイ ナ ンス に お け る

資金の調達方法と しては、 銀行 からの 融資や 事業 実施会杜 による株式の公開及

び 杜 債 の 発 行 な ど多 岐 に わ たる。

＊ Ｓ Ｐ Ｃ と は、 特定 の 事 業 を 実 施 す る た め に 設 立 さ れ る 会 杜。 Ｐ ＦＩ にお い

て は、 当 該 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 を 実 施 す る た め、 Ｓ Ｐ Ｃ を設 立す る のが 一 般 的 で ある。

＊ コ ン ソ ー シ ア ム（Ｃ ｏ ｎ ｓ ｏ ｒ ｔ ｉ ｕ ｍ ） と は、 共 通 の 目 的 を 持 っ て 結 成 さ

れ る 企 業 の 集 ま り。
「事 業 団」 。

弥 彦 的 Ｐ Ｆ Ｉ 方 式 と して は

直接協 定

口
業契 約

金 融 機 関

融 資契 約

プ ロ ジ ェ ク ト

事 業 会 杜

（Ｓ Ｐ Ｃ）

保 険契 約

保 険会 杜

建 設 契 ・

運 営 ・ 保 、 契 約

そ の 他 投 資 家

出 資

＊ コ ン ソ ー シ

ア ム

と な り、 建 設 規 模 等 を 考 慮 す る 場 合
、

建 設 （建 築） 会 杜 が、
プロ ジェ ク ト事 業

会 杜 （既 存 の 組 合 を 基 本 と して、 新 た にＮ Ｐ Ｏ 団 体 を立 ち 上 げる こ と が 望 ま し

いの で は？） と な る の が 良 い の では な い かと 考 え られ る。



⑥ ＰＦ Ｉ 活用 の効 果

Ｐ ＦＩ を公 共施 設 の 整 備 に活 用 した 場 合 に、 次 の よ う な 効 果 が 期 待 で き る。

（ア） 公共サー ビス水準の向上

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 にお いて は、
利 用 者 の 二 一 ズを 把 握 し満 足 度 を 高 め る よ う な、 民 間

事業者の 経営上のノ ウハ ウや技術能力を活用することができるため、 公共サー

ビス 水 準の 向 上 が 期 待 でき る。

（イ） 事業コス トの削減

Ｐ Ｆ Ｉ事 業 にお い て は、
施 設 の 「設 計」 か ら 「建 設」 、

「維 持 管 理」 及 ぴ 「事 業

運営」 を一 体的 に民間事業者に委ねることに伴い、 仕様発注方式ではなく 性能

発注方式がと られること及 び、 事業全体のリスク管理が効率的に行われること

か ら、 事 業コ ス トの 削 減 が 図 られ る。

（ウ） 財政支 出の平準化

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 にお いて は
、

村が 直接 事 業 を行 っ た 場 合 の よ う に、
施 設 の 建 設 年 次

における大き な財 政支 出は発生せず、 財政支出は契約期間全体にわたって平準

化 さ れ た 形 で、 民 間 事 業者 に サー ビス の 対 価 と して 支 払 われ る こ と に な る。 そ

の た め、 財 政 上 の制 約 が ある な か に あっ て も
、

複 数 の 施 設 整 備 を 同 時 に 実 施 す

る こ とが 可能 と なり、 杜会 資 本 整 備 等 が 進 む と と も に、 期 待 さ れ る 公 共 サ ー ビ

ス の 早期 提 供が 可能 と なる。

（工） 産業の振興

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 は、
従 来

、
一 般 的 に公 共 が 行 っ て き た 公 共 事 業 の 分 野 を 民 間 に 新 た

な 市場 と して 開 放 す る こ と に よ り、 民 間 事 業 者 の 事 業 機 会 が創 出 さ れ る。 ま た、

事 業 者 の 資 金 調 達 に プロ ジェ ク ト・ フ ァイ ナ ンス の 手 法 が 取 り 入 れ ら れ る こ と

か ら、 新 しい フ ァイ ナ ンス ・ マ ー ケ ッ トの 創 設 が 促 さ れ、 金 融 機 関 の 新 た な フ

ァイ ナ ンス 業 務 が 生 じ、 資 金 調 達 手 法 が 多 様 化 す る こ と と な る。 こ の 結 果、 民

間事業者に新 しい事業機会を提供することとなり、 新規事業の創造をとお して

経 済 の 発 展 に 寄 与 す る こ と が で き る。



５） 行政と民間事業者と の責任 分担、 リスク分担の明確化

① 責 任 ・リ ス ク 分 担

Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 に お いて、 行 政 サ ー ビス を 最 小 の 費用 で 効 果 的 に 実 行 す る た め
、

「民

間 で 出 来る も の につ いて は、 民 間 に 委 ね る」 の 考 え 方 に 立 ち、 行 政 の 関 与 を 最

小 限 に と ど め、 事業 主体 で ある 民 間 事 業 者 に リ ス ク を で き る 限 り 移 転 す る も の

と す る が、 具 体 的に は 「契 約」 に お い て 行 政 と 民 間 事 業 者 と の 役 割、 責 任、 リ

ス ク の 分 担 を明 確 に 定め る。 こ の た め、 事 業 計 画 段 階 に お い て、 民 間 事 業 者 に

委 ねる 事業 の 範 囲 を明 確 に して おく。

② 事業破綻時の処理

Ｐ ＦＩ 事 業 に お いて は
、

公 的 サ ー ビス の 安 定的 供 給 を 確 保 す る た め
、

想 定 さ れ

る事業 の継 続が困難 となる 事由 を具体的 に列挙 し、 事業の修復に関する方法や

手 段 に つ い て、 事 業 破 綻 時 に お け る 行 政 と 民 間 事 業 者 と の 対 応 と して、
介 入 権、

契約 解 除、 事 業引 継、 施 設 の移 管 等、 そ れ ぞれ の適 切 な＊ 措 置 を契 約 に お い て

具 体 的 か つ 明 確 に約 定 する こと が 必 要 で ある。

＊ 介入権とは、 事業者の適切なサー ビス供給を確保するため、 発 注者や事 業者

に融資 している金融機関等 が事業 者の業務 に介入する ことが ある。 この場合の

発注者や金融機 関等の権利 を 「介 入権」 と いう。

６） 検討課題

① 地元企業活用の必要性

ＰＦＩ 事業における契約方 式は、 設計 から運営ま でを一体的に委ねるものであ

る。 そ の た め、 大 手 企 業 （シ ンク タ ンク 等） の 進 出 が 予 想 さ れ る こ と か ら、 地

域経 済 への 波 及 効 果 が 弱 ま る と い う よ う な 意 見 も あ る と こ ろ で あ る。 こ う した

こと に 対処 す る た め、 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 にお い て も 地 域 に 密 着 した 事 業 や 中 小 企 業 の

企画力等 を活 かすことのできる事業を対象とするな ど、 地元企業のノ ウハ ウを

活かせ る道を探るな どの方策を採る必要がある。



７） 弥彦的ＰＦＩ方式の基本目標

公 共性 原 則 ・ 民 間 経 営 資 源 活用 原 則 ・ 効 率 性原 則 ・公 平 性原 則 ・ 透 明 性原 則 と

いう ５ つ の 原 則、 客 観 主 義 ・ 契 約 主 義 ・ 独 立 主 義 と ＊ い う ３ つ の 主 義 の 基 本

理 念 の 下 で 推 進 す る こ と が 望 ま しい。 ＊

５ つ の 原 則 ＊

・ 公 共 性 原 則 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 は、 長期 間 に わ た り 広 域 的 な 行 政 二一 ズが 高 い公 共 性

事 業 で あ る こ と。

・ 民間 経 営 資 源 活用 原 則 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 に お い て は、 民 間 の資 金、 経営 能力 及 ぴ技

術的資源活用原則能力を活用 すること。

・ 効 率 性 原 則 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 は、 民 間 事 業 者 の 自 主 性 と創 意 工 夫 を 尊 重 する こ と に

よ り、 効 率 的 か つ 効 果 的 に 実 施 す る も の で あ る こ と。

・ 公 平 性 原 則 特 定 事 業 の 選 定、 民 間 事 業 者 の 選 定 に お い て は、 公 平 性 が担 保 さ

れ る も の で あ る こ と
。

・透明性原則特定事業の発案から終結に至る全過程を通 じて透明性が確保 され

る も の で あ る こ と。

３ っ の 主 義 ＊

・ 客 観 主 義 Ｐ Ｆ Ｉ 事 業 の 実 施 に 当 たっ て は、 各 段 階 で の評 価 決 定 につ い て の 客

観 性 が 求 め ら れ る こ と
。

・契約 主義者 と民間事業者 との間の役割及 び責任分担等の契約内容 を明文によ

り 明確 に する こ と が 必 須 で あ る こ と。

・独 立主義事業 を担 う企業 体の法人格上 の独 立性又 は事業部門の 区分経理上の

独 立性 が確 保 され な けれ ば な ら な いこ と。


